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現代アメリカにおける市民性形成の格差の政策的背景

-1990年代以降の州および連邦政府による関連政策の分析を通して-

筑波大学大学院古田雄一

1 .はじめに

( 1) 問題の所在と話的

グローノくノレ化に伴い、先進諸国における格差の拡大が深刻化する中で、公教育がその解消にい

かに苓与できるかが重要関室となっている。近年子どもの貧困が深刻化する日本も、例外ではな

し¥0 I子どもの貧困対策の推進に関する法律J(2014年 1月)に基づく閣議決定「子供の貧題対策

に関する大綱J (同年8月)は、重点政策の第一に「教育の支援Jを掲げ、「学校教育による学力

保障」を重要視する。だが、果たしていわゆる「学力J保障のみで、十分といえるだろうか。

日本の若者の意識調査からは、低所得層や低学力層の子ども・若者が、政治や社会変革への無

力J惑を抱きやすい傾向が明らかになっている(本田 2014，友枝 2015)。つまり、社会経済的格差

の低位に置かれた子ども・若者は、経済活動のみならず、自らを取り巻く社会環境を変革する回

路となる政治・社会参加にも希望を見出せずにいる。ゆえに、困難な社会状況のもとに置かれた

あらゆる子どもが希望を持って生きるには、社会の形成者としての根幹である市民性

(c i tizensh ip) の形成が、きわめて重要である。近年の貧困や社会的排除に関する研究にも、市

民性形成の重要性を主張するものは少なくない (Lister2004ニ 2011，全 2015)10 本稿では、

こうした関心から、現代アメリカにおける子ども 2の市氏|全形成の格差の問題に迫る。

アメリカでは、人種・民族的背景に伴う不平等への対処や、低所得層への経済的支援、さらに

は基礎学力保障に向けた諸政策などを通じて、公教育における平守ヰ呆障が目指されてきた。他方

で、アメリカ民主主義の根幹にかかわる市氏性形成は、現実にはあらゆる子どもに十全に保障さ

オfしーぐき fこと し¥難い。むしろ棺対的に恵まれた子どもが、市民性形成に向けた良質な教育実践

や環境を重点的に享受する傾向にある (Kahne& Middaugh 2009，古田 2015a)。すなわち貧困地

域の学校は、他の学校に比べて市開生形成の機会を十分に提供できずにおり、市民性形成の格差

というべき状況が生じている。

こうした状況を浮き彫りにし、その問題性を指摘するJ研究は数多くある (Conover& Searing・

2000， Kahne & Middaugh 2009， Hess 2009， Levinson 2012，古田 2015a，古田 2015b)。その一

方で、その背景をなす関連政策の内容や展開については、未だ十分に整理されていない。先行研

究の多くは、 NCLB法制oChild Left Behind Act: 2002年施行)下での教育改革の影響を指摘す
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るが、それらも一般的説明の域を出ない。問題の全容を捉えるためには、他の関連政策の展開状

況にも視野を拡げ、格差の政策的背景を構造的に整理することが必要である。

そこで、本稿で、は、 1990年代から 2000年代にかけての関連政策を批判的に再検討し、現代アメ

リカで市民性形成の格差が生まれ、今なお存在し続ける背景を明らかにしたい。当該年代は、十H
や連邦政府の教育政策を通じて市j受性形成が積極的に推進される一方で、その格差が顕在化して

いった時期でもあり、今日の問題状況を捉える上で重要な時期だと考えられる。

( 2) 本稿の領域設定と研究課題・方法

本稿におし、て「市民性 (citi zenship) J とは、民主主義に参加する市民としての知識・技能・

意欲などを指すものとする。

一般に市民性(士、家庭、学校、地j或機関など様々な環境におけーる、意図的な学習機会や無意図

的な学習を通じて形成される。学校は、市l受注の育成を直接的に意図した教育実践(本稿では以

下「市j受性教育 (citizenshipeducation)J とi呼ぶ)を通じて、その形成に重要な役割を果たす

ことができる。アメりカの学校教育では、公民科(社会科)での講義はもとより、 11寺事問題の討

論、サーピス・ラーニングや地域奉仕活動、学校運営への生徒参加など、教科の枠を越えてl幅広

し1実践が展開されてきた。

そして、学校風土も市民性形成に重要な影響を及ぼす (Levine2007， Camprコe112006， Carnegi e 

Corporation of New York & CIRCLE 2003， Dawson 1977二 1989)。例えば Flanaganet a1. (2007) 

は、教師の民主的エートス(尊重、公平、寛容)や、生徒がコミュニティの一員だと感じられる

風土(信頼、連帯感、包摂)が、生徒の社会観や市民参加意欲に影響を与えることを明らかにし

ている。幅広い教育実践と、多様な要素を持つ朝交風土が、その効果を相互に強化あるいは補完

することで、市民性形成を促進することが期待される 30

本稿では、 1990年代以降の主要教育改革において、学校教育における市氏性形成に影響を与え

うる政策領域として、①市民性教育の政策(第 2節)、②基礎学力保障に向けたアウトカム重視の

教育政策(第3節)、③ゼロ・トレランスに基づく学校規律 (schooldi scipline) 政策(第4節)

を取り上げ、それらが市民性形成の格差に与えた影響を明らかにしたい。その後、これらを仰敵

した上で、当該時期の市氏性形成の格差が生み出された政策的背景を考察する(第5節)。研究方

法は、各種政策文書や報告書、関連文献の分析による。

2. 1990年代以降の市民性教育政策の展関と実態

(1) 1990年代以降のアメリカにおける市長性教背政策の概要

民主主義に参加する市民の育成は、アメリカの公教育における中核的使命のーっとされてきた。

それは学ヰ交が、事実上すべての子どもが効果的で効力感をもった市民となれるよう、必要な機会

を提{共することができるためで、ある (CarnegieCorporation of New York & CIRCLE 2003)。こう
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した機能は、アメリカ民主主義の維持・発展において重要なものであり続けてきた。

アメリカの学校における市氏性教育は、各学区・学校によって多様に取り組まれてきた。教科

では、 20世紀初頭に成立した社会科が、善き市民の育成を中心的に担ってきた。とりわけ公民科-

はその中核であり、その履修経験には、市民としての知識や自信、態度等を高める効果が明らか

にされてきた (Niemi& Junn 1998， Levine 2007)。また、教科以外に、課外活動や学校運営への

生徒参加の機会なども、生徒の市氏性形成に寄与してきた (Beck& Jennings 1982， Verba et a1 

1995， McFar1and & Thomas 2006)。加えて、 1980年代以降は、民間組織による市民性教育の教材

や体験型プログラムの提供や、地域貢献活動 (community serv ice) を学校教育に取り入れる動き

なども広がりを見せる(奥村 2009，J吾木 2010)。

従来、こうした実践の展開状況は、学校や地域により多様であった。それは、 1990年代以前は、

社会科を含む教科に関する州、|ベコ全米のスタンダードが存在せず、また教科外の取り組みの多くも、

もっぱら草の根的に展開されてきたためである。しかし 1990年代以降は、川や連邦政府が関与し、

市氏性教育を積極的に推進する動きが見られるようになる。例えば社会科では、他教科伺様、 1990

年代以降多くの州で川スタンダードが作成されていく。また、「国家およびコミュニティ・サービ

ス法J(1990年制定)と「国家およびコミュニティ・サービス信託法J(1993 1~三制定)を契機に、

米l杓にサービス・ラーニング (servjce-l earni ng)が推進されてし 1く。

上述の動きはいずれも、市氏I~:形成に寄与する特定の科目や方法を、個別的に展開するもので

あったが、 1990年代末以降変化が見られる。 1999年に国際教育到達度評価学会が実施した市間企

教育に関する調査 (IEACivic Education Study)などが引き金となり、市氏性教育にかかわる数

多くのイニシアチブが生まれる (Avery2007)。これらは、市氏性教育を包括的に推進しようとす

る点に特徴がある。こうした動きの一つが、 2001年にメリーランド大学の公共政策大学院(当時)

に設置された「市民的学習と関与にする情報調査センター (Centerfor Inf ormat ion and 

Research on Civic Learning and Engagement 以下 cmCLEと表記)Jであるに CIRCLEは、ニ

ューヨークのカーネギー財ー団とともに 2003年に肋θ のvicA1issio!7 O[  Schools5という報告書;を

発表した。同報告菩は、連邦機関である「国家およびコミュニティ・サービス協会J(後述)に、

fl'i民性教育の研究者や実践者 50名以上が集まり議論した内容が元となっており、今日の市民性教

改革論議のパイフツレ的存在となっている(J青木 2010)。

Thθ Cl円 C肋'ssiono[ School sは、アメリカ民主主義の危機に対し、学校が果たすべき役者lを

強調し、学校で実施できる効果的な市l受性教育の具体的方法を提示している。!fli:に効果的な実践

として、以下の 6つの実践が提示されているら。なおこれら以外にも、数多くの実践が提示され

ているほか、学校風土の重要性にも言及がされている 70

①政治・歴史・法・民主主義についての学習

②地域・罰・世界の時事的問題についての討論
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③サービス・ラーニング (service-learning)

④学校や地域のことにかかわる課外活動

⑤学校運営への生徒の積極的な関与

⑤民主主義の過程や手続のシミュレーション(模擬投票・模擬裁判jなど)

このように、 1990年代以降のアメリカの市民性教育政策は、中核的な科目や効果的な方法を特

定し、その広範な普及に向けて川や連邦政府が後押しするアプローチを中心に展開されてきた80

以下では、特に 1990年代以降に外|や連邦が積極的に関与して政策が展開された、公民科

(civics) 9 (上記 6実践の①に該当)とサービス・ラーニング (service-learning) ([司①に

当)に焦点をあて、政策の展開過程と実態の詳細に迫りたい。

( 2) 公民科 (civi cs)の展開と実態

①各州、|の公民科関連政策の実施状況

1990年代以降のスタンダードとテストスコアに基づく改革が浸透する仁ドで、公民科を含む社会

系科目についても、州、|スタンダードの策定や州テストの実施の動きが相次いだ。表 1は、 1998

度と 2012年度時点での、各州の公民科関連政策の実施状況をまとめたもので、ある。 1998年度の

データは、 各4州、t十刊iトH、

2初01ロ2年度のデ一夕は、 cmCLEの調査結果をもとに、筆者が集計した。

表 1 各外|の公民科関連政策の実施状況(1998 /2012年度)1 () 

政策内容
州、i数 列、l数

(1998年度) (2012年度)

( 1 )公民科の内容を含む什|スタンダード、を有する 44 51 

(2)州の高校卒業要件に公開の履修を含む 29 46 

(3)公民科の内容を含む什|テストを実施 42 15 

(4)進 または卒業に州テスト 15 υ 「

1998年時点で、既に多くの州が公民科のスタンダードを策定している(ただし、拘束力を持つ

川はこれらの約半数であった11) 0 2000年代以降、州スタンダードの動きはさらに広がり、 2012

年度時点で、全ての州が公民科の州スタンダードを有している 120 これは、 NCLB法で川スタンダ

ード、の策定が求められる主要科目 (coreacademic subjects) の中に、公民科を含む社会系科目

が含まれたためでもある (Avery2007)。

続いて州テストについては、 1998年時点では大多数の州が、公民科の内容を含む州テストを実

砲もしくは実施予定となっている。ただし、進級や卒業にテストへの合格が必要な件|は半数以下
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にとどまり、州テストの結果を判交・学区への賞罰に用し 1る州も娘られていた 130 2000年代以降

は、州テストを諜す川、州テストの合格を進級・卒業要件に含める州は、ともに大きく減少して

いる。また州テストの実施を継続する州でも、多くの場合、単純な多項目選択 (multiplechoice) 

式に変化している (Godsayet a1. 2012) 14
0 

このほか、高校卒業要件への組み込みも大きく進展が見られる。州の高校卒業要件に公民科履

修を含む川|は、 1998年時点で 29州、 2012年|時点では 46-)刊に達している。

以上のように、 1990年代以降の什|レベノレでの公民科関連の政策は、外|スタンダード策定、州テ

ストの実施、高校卒業要何二への組み込みなど、複合的に展開されてし 1く。 2000年代以降は、主に

スタンダード策定や卒業要{牛への組み込みに、その力点が集中していった。

②成果と乱題

1998年に実施された全米学力調査 (Nationa1 Ass essment of Educational Progress: NAEP) の

結果によれば、各学年で公民科を履修した生徒の割合は、 1988年と比べておおむね増加J/微増傾

向にあり、例えば8年生では 81%、12年生では 71%となっている (Weisset a1. 2001)。その

後、外|スタンダードや高校段階での卒業要件化のさらなる普及により、高校段階では、大多数の

生徒が公民科を履修するようになったと推察される。

ただし、多くの州で卒業要件への組み込みが進んだ高校段階に比べ、小中学校段階で、の機会保

障は学校・学|玄の自律的判断に委ねられてきた。都市部の学校や低学力校で、は、中等教育段階で

のドロップアウトも少なくないことを踏まえれば、より積極的な機会保障が必要ともいえよう。

( 3)サービス・ラーニング (service-Iearning)の農務と実態

①サービス・ラーニングの全米自力な政策展開と実態

サービス・ラーニング (service-1earning:以下 SLと表記)は、教室での学習 (learning) と、

地域・社会貢献活動 (service)を統合した市民7性教育の方法で、ある 150

SLは、「国家およーびコミュニティ・サーピス法J(19901:j三)、 f国家およびコミュニティ・サービ

ス信託法J(1993年)を契機として、 1990年代以降、連邦政府の積極的な支援を受けながら全米

で広く普及した。「国家およびコミュニティ・サービス信託法Jを受け、 SLの推進札織である「国

家およびコミュニティ・サービスのための協会 (Corporationfor National and Comnunity 

Service) Jが制度的に確立され、|奇協会内の機関である Learnand Serve America (以下 LASAと

表記)が、川や学区等への補助金や訓練ブoログラムの提供を通じて全米各地の SLの普及において

重要な役割を果たした(唐木 2010)。政府組織以外にも、 SLを支援する様々な財団や民間団体は

数多くある。しかし、 LASAの影響力はそれらと比較して相対的に大きく、唐木は「アメリカにお

ける SLの展開は、 LASAの活動を中心とした、政府主導の教青政策と特色付けるのが現実的な判

断J(唐木 2010p. 145) と分析する。なお 2012年に、 LASAにかかる連邦政府の予算は打ち切り
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となった (Ryan2012)。

州レベルで、も、 1990年代半ば以降、 Sしを推進する政策が展開されるようになる。表2に示した

のは、 2000年 12月時点と 2011年 8月時点での各什|のSL関連の政策を整理したものである。2000

年については、 EducationCommission of the States (2001) および唐木 (2010) より作成し、

2011年については、筆者が全米教育委員会 (EducationCommission of the States) のデータベ

ースから 2011年 8月に取得 したデータを集計して作成した。表2を見る と、 1990年代 ・2000年

代を通じて、 SLの導入に関する判断は各学校 ・学区の自律的判断に委ね、ナト|の関与は間接的なも

のにとどめるアプローチが基本路線であるといえよう。この背景には、サービス活動の義務化を

めぐる倫理的な事情もあったものと思われる(鷹木 2010)。

SLを推進する全米的な非営利組織である全米若者リーダーシップ協議会 (NationalYouth 

Leadership Council)が 2004年に行った調査によれば、 正課内でサービス・ラーニングを実施す

る公立校は全体の 28拡(1999年時点 16では 32出)であり、課外で、の地域貢献活動については 66出

(1999年時点では 64拡)にのぼる (Scales& Roehlkepartain 2004)。高校卒業資格・卒業単位の

一部と認める政策の影響からか、学校段階別ではいずれも高校段階での実施率が最も高い 170

表 2 各州の SL関連政策の実施状況 (2000年 12月/2011年 8月)

政策内容 州数 (2000年) 外|数 (2011年)

(1-1) (学匹や学校等が)コ ミュニティ ・サービスおよ
7 

び SLを高校卒業資格とすることを、州、|が言午可している

(1-2) コミュニティ・サービスおよびSLを、(中等学校
19 

または高校の)卒業に必要な単位として認定する

(2)州全体で Sしが卒業要件となっている 2 

(3-1 )生徒の学習成果と参加を促す手段として SLを活

用するこ とを、州が奨励している
11 

(3-2)学業成績の向上、市民参加の促進、職業準備のい

ずれかの目的で、 SLが奨励されている
40 

(4-1) Sしが什|のスタンダードに含まれている 6 

(4-2) SLが州のスタンダードまたはフレームワークに
31 

組み込まれている

1 )資金の割り当てを法制化し、その資金でSL活動
6 

およびプログラムを創造している

(5-2)州が提供する SLの資金がある 12 

②州内での SLの展開と実態 カリフォルニア1+1の場合

では、実際に SLは州レベルで、どのように展開され、し¥かなる実態であったのか。ここではカリ

フォルニア州の事例を取り上げたい。同十1'1はSLを積極的に推進した州の一つだが、必修化などの
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特殊なアプローチは採っておらず、一定の代表性を有するといえる 180

カリフォルニアナ1'1は、州全体に広く SLを展開することを E指して、 1992年に SL推進組織

Ca lServeを設立した 190 I司来B織は、 LASAから補助金を得ながら運営されている200 Ca1Serveの

イニシアチブに 1997年から 2000年の間に参加した 35のパートナーシップ21を対象とした調査

結果が、報告書;にまとめられている (Chietal. 2002)。

1997~2000 年の期間中に CalServeの資金援助を受けたパートナーシップを立i也61Jに見ると、

地方 (rura1) 12、郊外 (SUbUI七) 6、都市 (urban) 8、混合 (mixed) 6と、比較的満遍なく分

布している。また生徒の人種・民族的背景別に見ても、人種的マイノリティの生徒にも行き届い

ている(表 3)0 Sしが市民性育成のみならず学業成績の改善の一方法としても活用されていた点

目も、多様な学校・学区への浸透を促進した一因と考えられる。しかしその後の調査 (Kahneet 

a1. 2005) では、 SLを含む市氏性教育の機会格差が什Irブヲで生じていることが指摘されている 230

表 3 CalServeに参加したパートナーシップの生徒の人種・民族的背景(単位:弘)24 

1999~ 2000年 1997~ 1998年 チ1'1平均

アメリカ系インディアン 1.2 1.3 O. 9 

アジア系 23.5 7.2 8. 0 

太平洋諸島系 l.3 l.6 O. 6 

フィリピン系 5. 7 5. 7 2.4 I 

ヒスパニック系 27.6 30. 6 42. 2 

アフリカ系 14. 0 15. 8 8. 6 

白人系 25. 7 36. 4 36. 9 

(4) 1990年代以降の市民性教育政策の成果と課題

1990年代以降の市氏性教育政策は、州、iや連邦政府レベルの政策に組み込むことで実践の広範な

及を目指した。公民科や SLの実縮率は、その成果が一定位度見られたことを示唆している。

しかし先述の通り、それで γ は学校問の市氏性形成の格差が根深く残っている。これは

子どもの氏I'~:の絡差の一因となっており、低所得層や人種・民族的マイノリティ、低学力層の

子どもは、政治・社会参加に必要な知識・技能・意欲等が乏しい傾向にある (CarnegieCorporat ion 

of New York & CII~CLE 2003， Levinson 2012)。

こうした問題状況は、公民科や Sしなどの個々の政策のアプローチに内在する問題点に起包する

もあろう。例えば、 SLや小中学校段階で、の公民科の導入において、学校や学区に依然として裁

量が委ねられてきたことも、 1'1丹題状況の遠IElといえるかもしれない。しかし、こうした点だけで、

は、問題状況が生み出された背景を十分に説明することはできない。むしろ、これらの政策の外

部で、起きてきたことにも目を向ける必要がある。そこで、次節以降で、は、市民性教育政策以外の関

連政策にも視野を拡げ、それらが貧困地域の学校に与えた影響を分析する。

-66-



古田雄一:現代アメリカにおける市民性形成の格差の政策的背景

3. テストスコアに基づく教育改革と貧留地域の学校への影響:NCLB法を中心!こ
1990年代以降のアメリカの教育改革は、インブ。ット(条件整備)からアウトカム(教育成果)

への重点の移行に特徴づけられる。 1994年に f初等l中等教育法 (Elementaryand Secondary 

Educat ion Act) Jの再改定法案として成立した「アメリ力学校改蓄二法 (IASA)Jにおいて、十1'1レベ

ルでのスタンダードとテストに基づくアカウンタピリティの制度が連邦資金獲得の条件となった。

そして 2002年の NCLB法では、各卵、|に読解、算数・数学、理科のテスト策定(対象学年は 3年生

------8年生)、合格点としての習熟 (proficient) レベノレの設定、 12年後に読解と算数・数学で全

生徒が習熟レベノレに達するための適正年次進捗度 (AYP) の設定が要求され、要改善の学校・学区

への罰則規定も定められた(北野ほか 2012，演元 2005)0 

NCLB法下での教育改革は、学校の授業実践の時間配分に大きな影響をもたらした。その具体的

影響を示した誠査報告書の一つに、教育政策センター CCenteron Education Policy) が 2007

年に発表した Choicθs， Chang，θs，α臼llenges25がある。同報告書によれば、特に小学校におい

て、英語および算数・数学の大幅な時間増が見られる一方、{也教科の時間は減少傾向にある260

教科における市j羽生形成の中核を担う社会科も、大きな煽りを受けてきた。先に見たように、公

民科の政策は、高校段階では必修化などの積駆的な機会保障が見られた一方、小中学校段階では

学校・学区の自律的判断に委ねられる傾向にあった。小中学校段階を直接的な対象とした NCLB

法下の改革は、まさにそこに入り込む格好となったといえる。

より深刻なのは、社会科を筆頭とした時間数の大福な減少傾向が、都市部の学校や低学力校に

おいて一層顕著に見られる点である(表4・5)。この背景には、都市部(の貧困地域)には、教

育成果を達成する上で必要な資源や環境的諸条件が著しく乏しい27点も関係していると推察さ

れる。すなわち、改革の力点がインプットからアワトカムへと移行したことで、児童生徒の低学

力に加えて環境的不利を抱える貧困地域の学校は、テストで郎定される科自の学業成績の改善に、

指導時間や諸資源を集中せざるを得なくなったと考えられるのである。

表 4 NCLB法以後の小 での 1週間あたりの時間数の増減(単位:分)2 8 

ノゴ¥ニ 区平均 要改善校 要改善校 29を

がない学区 1つ以上有する学区

古フて土「 三口':I仁) +141 +124 十183

算数 十89 十90 十86

社会科 -76 -70 -90 

理科 -75 -67 -94 

芸術 -57 -55 -61 

体育 40 -32 -57 

休 50 -47 -60 

注 i+J i-J は増減を示す。
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表 5 NCLB法以後に当該科 目の時間が減少したと 回答した小学校の割合(単位-弘)30 

全学区平均 要改善校 要改善校を

がな い学区 1つ以上有する学区

社会科 36 31* 51* 

理科 28 23* 43* 

芸術 16 12* 30* 

体育 9 7 14 

休み時間 20 6 22 

注*の数値は、 要改善校を有する学区 と有さない学区との問に、 統計的 に有意な差がある。

テス トスコアに基づく教育改革が貧困地域の学校に与える影響は、こうした時間数の増減のみ

ではない。それは生徒のアイデンティ ティ にも深く影響を及ぼす。Lipman (2011) は、 こうした

改革は、教育の失敗の原因を政策ではなく生徒個々人に求め、結果として生徒に自己責任の論理

を刷り込むと指摘する。加えて、アカウンタビリティの基準や基礎スキルのカリキュラム、各種

罰則規定等は、 「生徒と教員の統制の明確な手段であると同時に、服従 したアイデンティティ

(subordinated identities) に適応させることを教える教授法J(p.83) だと分析する。彼女はま

た、シカゴ学区の 1990年代後半の教育改革を詳細に分析した53IJの論考でも、同様の趣旨の批判を

展開する。すなわち、スタンダード、に基づくテス トの影響が集中 し、アカウンタピ リテ ィが最も

厳格で、あった低学力校では、教室が強い社会的統制を受け、授業実践はテスト準備に狭く焦点化

される。そして、 こうした学校システムとプログラムは、当該学校に通う 生徒が、統市IJと管理を

必要とする存在としてのアイデンティティを内面化していくと警鐘を鳴らす (Lipman2002)。

4. 学校規律の改革とその憲簿:ゼロ・トレランスを中心!こ

アメリカでは、児童生徒の荒れや規律の低下、そして 1990年代に入り学校での薬物所持 ・使用

や銃視用の問題が深刻化した。こうした問題を背景に、 1994年に制定された連邦ガン ・フリ ー法

(Gun-Free Schoo1 Act) を契機として、ゼ ロ・トレランス (zero-tolerance)政策による学校規

律改革が広まった310 ゼロ ・トレランスの最大の特徴は、「寛容容，なし(伝ze目r内otω;刀ole1'冶、3加a

通り、厳格に懲戒を行使する点にある。

連邦ガン ・フリー法下でのゼロ ・トレラ ンスの導入・ 展開過程は、おおむね以下のよ うに整理

できる (HarvardCi v i 1 Ih ghts Pro jec t 2000，舟木 2003，片山 2004，No1an 2011)。

①!司法は、各州に、凶器所持の生徒を最低 1年放校処分とする法律を義務付けること を求めた。

学校犯罪に関する法律を制定しない州に対しては、連邦の補助金支給を中断できるとした。

こうして各州は、同法を受けて、州法で、基本的な対応を定めた。

②多くの州と学区は、連邦ガン ・フリ ー法で定める規制以上に違反行為の対象範簡を広げる方
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針を定めた。州法に規定された基本的方針を受けて、多くの学区が、より具体的な方針を策

定した。

③これらに加え、さらに各学校で、独自の規則を策定する場合が多い。

表 6 に示したのは、 1996~1997年時点で、各項目(暴力、タバコ、ドラッグ等)に関するゼロ・

トレランスの方針を策定した今斗交の割合である。人f謝帯成等により多少の差異はあるものの、こ

うした方針がおおむね広く普及していることが確認できる。ただし、実際の運用面では、人種に

よる懲戒リスクの遠いもあるといわれる。アフリカ系アメリカ人をはじめとする人種的マイノリ

ティの児童生徒は、停学・退学等の適用率が相対的に高く、また軽微な内容でも適用されやすい

傾向にある (Skiba& Peterson 1999， Harvard Civil Rights Project 2000， Brown 2011) 32
0 

他方で、 11選別的事例では、人種と停学卒等が単純に比例しない場合もあり、その背後には規律に

対する校長の哲学・姿勢の影響があるという (HarvardCi vil Rights Project 2000，片山 2004)。

表 6 1996年度時点での学校におけるゼロ・トレランスの方針策定率(単位:弘)33 

違反行為の種類

暴力 火器 火器以外 アルコール 薬物 タバコ

の凶器

全米平均 79 94 91 87 88 79 

地j或 都市 87 97 95 89 9] 83 

郊外 82 95 90 88 90 80 

II!T 71 90 86 82 83 77 

地方 76 94 92 88 89 78 

マイノリテ 5出未満 71 92 88 82 83 75 

ィの児童生 5~ 19弘 79 94 92 89 90 80 

徒の割合 20~49弘 83 95 90 87 89 79 

50弘以上 85 97 94 90 92 83 

無{賞・減額 20弘未満 76 92 88 86 87 77 

給食の対象 20~ 34% 77 94 90 87 88 82 

児童生徒の 35~49% 79 97 95 89 92 81 

宝口IJぷlコ入 50~ 74% 80 95 90 85 88 79 

75弘以上 84 95 93 87 89 81 

上記のような直接的な規則以外にも、ゼ3 ・トレランス政策を契機として、全米各地の学校で、

児童生徒の規律維持を目的とした様々な規則lや施策が整備された。教育省の教育統計局と吉j語五ぎ

の司法統計j司が年 llEJ刊行する、学校の犯罪と安全に関する調査報告書 Indicators01' 5c/7001 

仕 1mθand5θ1'etyでは、こうした規則や施策を指標化し、その変化を経年的に測定しているH O 
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表 7 は、そのいくつかについて、比較可能な 3時点 (1996~1997 年時点、 2005~2006 年時点、 2009

"'--2010年時点)のデータをまとめたものである。ここからは、 1990年代後半以降、規則の策定率

や施策の実施率が上昇傾向にあること、また特に低所得層やマイノリティの生徒の多い学校や、

都市部の学校で、児童生徒の規律維持が強化されやすい傾向にあることが読み取れる。

表 7 児童生徒の規律維持を宮的とした規則・施策の実施率(単位:払)35 

警備員/警官の配置 金属探知機による 校庭への出入りの制限

抜き打ち検査

1996- 2005- 2009- 1996- 2009- 1996- 2005- 2009-

1997 2006 2010 1997 2010 1997 2006 2010 

無{黄・減額 769も
N/A 14 49.8 49. 8 8 1l. 1 37 6l. 3 

給食の対 以上

象児童生 日25%

徒の割合 未満
10 37.9 39. 2 l.3 18 N/A 35. 5 

マイノリ 50拡
19 5l. 3 52. 5 9 10.9 38 56. 3 62. 6 

ティ の児 以上

童 生 徒 の 5出

割合
5 28. 3 30. 4 N/A 1.8 14 32. 8 26. 4 

以下

都市 20 49. 1 50. 9 8 10.6 35 53. 3 58. 7 

l立地 平均 10 41. 7 42. 8 4 5. 2 24 41. 1 46. 0 

Flanagan & Faison (2001) は、ゼロ・トレランスは寛容性を教え包摂的風土を形成する契機を

1)11むとともに、市民参加への意欲において重要な、社会的信頼や連帯意識を損ねるおそれがある

と警鐘を鳴らす。 上記の分析は、こうした状況が貧困地域の学ヰ交で、顕著に生じやすいことを示唆

している。 WacqL1ant (2002) は、都市部の一部では、学校の第一義的使命が教育よりも刑罰と統

制の{来日正に建かれるとさえ指摘する。こうした環境は、当該学校の生徒の市民|全形成を著しく阻

し、その格差を助長するだろう。

5. なぜ市民性形成の格差が生まれたのか

ここまで概略的ではあるが、 3つの政策動向を分析してきた。本節では、当該政策が下村氏性形

成の格差状況の生成や維持にどう関係してきたのか、仮説的にその影響関係を考察する。

市民性形成の格差は、大別して 2つの問題状{_兄から形成されると考えられる。一一つは、市氏性

教育(の|明示的機会)の学校|習の機会格差であり (Kahne& Middaugh 2009)、もう一つは、 iされ

たカリキュラムの学校関の質的差異(吉田 2015a，2015c) である。これらはし吋ぶれも、単一の政

策の影響によるものというよりは、政策同二i二が絡み合う I~I:Jで、生み出されたと考えるのが妥当であ
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る。 図 1は、そ うした影響関係を仮説的に図示したものである。以下、この科湘Zみを手掛かり に、

具体的な影響関係を考察したい。

円民間育の政同一

/ 
基づく学力保闘策 J~ ，

学校規律の改革 )ー|

テスト スコアに

市民性教育実践の機会(明示的カリキュラム)

(公民科・社会科での講義、 11寺事問題の討論、

サービス・ラーニングや地域貢献活動など)

立
揺れたカリキュラム

I~ 1 市民性形成の関連政策の影響関係

(1)市民性教育の機会格差の背景:市民性教育政策とテストスコアに基づく学力保障政策の関

係から

一般に、個人の学歴や所得により、政治・社会参加の不平等が形成されやすい (Nie et a1. 1996， 

Verba et a 1. 2003)。これを踏まえれば、本来低所得層や低学力)習にこそ、学校での市氏性教育

の充実が必要である。だが現実には、こうした子どもはむしろ、学校での市民性教育の機会が相

対的に不足してきた(I<ahne& Mi ddaugh 2009)。こうした問題状況がなぜ生み出されたのか、市

民性教育政策とテストスコアに基づく学力保障政策の影響関係から迫りたい。

①政策を支える原理の相違から :集権化の強弱と平等理念、の差異

市民性教育政策と、テストスコアに基づく学力保障政策は、いずれも什|や連邦政府の権限や関

与を強める点で共通する。だが、その具体的な方向性には差異が見られる。

市民性教育政策は、什|や連邦政府の具体的介入に対しておおむね消極的な傾向にあり、また市

民性教育の実践の必要性が高い学校・学区に対して、社会的公正の観点から重点的な支援を行う

としづ議論は皆無に等しかった。例えば公民科の場合、 特に小中学校段階で、は、学校 ・学区に実

施の判断は委ねられていた。 Sしについても、必修化をはじめとした州や連邦政府の積極的関与は、

倫理的背景から一定程度抑え られていたし、資金面の支援も各学校 ・学区の自発的申諸に委ねら

れ、困難な学校 ・学医への重点的支援等は乏しかった。

他方、学力保障政策で、は、州、iや連邦政府の積憾的介入が見 られ、またそれは低学力校に対 して

集中的に影響を与えるもので、あった。これは政策の意図・ 実態、の阿面から見出される。意図と し

ても、形式的平等にとどまっていたインプッ ト重視の教育政策を乗り越えて、人種 ・民族的背景

や経済的状況などにかかわらず全ての子どもに一定水準以上の学力保障を要求する点で、実質的

な平等、あるいは公正 (θquity) の論理に立っていると言える。また実態としても、時間数の増

減は均等に生じていたのではなく、 f医学力層や低所得層などの多い学オ交で顕著にIj三じていた。

このように、 消極的介入にとどまり 、重点的保障も乏しい市民性教育政策と 、集権化を強め、
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貧i雪地域の低学力校に集中的に影響を与える学力保障政策とでは、原理の柁違が明確に存在する。

この結果、生徒の学力や所得が相対的に高い学校・学匿では、市氏性教育にも一定の時間が確保

できる一方で、貧困地域の低学力校では、基礎学力保障に多くの時間が害IJかれ、市氏性教育は脇

に追いやられる形になったと考えられるのである。

②具体的なアプローチの観点から:テストの強力な誘導性の影響

アウトカム重視の学力保障の最大の特徴は、テストスコアの強力な誘導性を利用する点にある。

こうした政策では、テストがカリキュラムに対して先行する (Ravitch2010 = 2013)。州、iテスト

は、学校のカリキュラム編成(優先傾位)や時間数、また具体的な教育内容・方法に変化を与え、

それらを制御し画一化するよう機能するのである (Lipll1an2002，北野 2009)。

テストスコアに基づく改革の影響が支配的となる中で、各州、!の市民性教青政策の対応は分かれ

ていた。一つは、公民科等の州、|テストは実施せず、テストスコアに基づく改革に市氏性教育を組

み込まない方向性である。もう一つは、少数派だが、公民科等の州テストを実施し、市氏性教育

をテストスコアに基づく改革の流れに組み込むとしづ方向性である。

だ、が問題なのは、いずれの場合でも、何らかの形で市民性教育の機会格差に寄与してしまう点

にある。前者の場合、テストスコアの改善が至上命題とされる低学力校で、は、授業実践の優知順

位がテスト準備に焦j主化されやすいため、十Hテストの直接的対象とならない科目や教育活動の時

間数は、大きく削減されやすくなる。したがって低学力校で、は、市長性教育の機会が相対的に乏

しくなりやすい。他方、後者の場合は、テストの誘導性を利用することで、教育実践をテスト準

備に焦点化させる傾向の強い低学力校においても、市畏性教育の実施を促す点で、可能性もある。

だが、テストに導かれて行われる市氏性教育は、もっぱら単純な社会的制度などに関する知識教

授が中心となりやすく、政治・社会参加に向けた技能・意欲の形成には結びつかないおそれがあ

る(J{ahne& Middaugh 2009)。その結果、生徒の学力や所得が高い学校と比べると、貧困i出或の

低学力校は、やはり市間生形成に課題が残ってしまうのである。実際、例えば都市部の学校や低

所得層や人種的マイノリティの生徒の多い学校で、授業で政治的討論が行われる割合が低いこと

が明らかにされている (Conover& Seal内 ing2000， I-less 2009)0 Campbell (2008)は、公民科の

履修そのものではなく、授業内で行う政治的課題についての討論が、市民的知識・技能や政治参

加への意欲に影響を与えることを実証しており、教育実践の質保障も含めて市民性教育の機会格

差是正を考えていく必要性が示唆される。

( 2)隠れたカリキュラムの質的差異の背景:テストスコアに基づく改革と学校規律改革の関係

から

社会構造的にj奇縁イとされやすい低所得層や人種・民族的マイノリティの子どもは、地域や社会

での日常的経験を通じて、深い無力感を内密化している。こうした生徒が通う学オ交は、地i或や社

円
/
]

庁
/



出雄一:現代アメリカにおける市民性形成の格差の政策的背景

会での経験とは異なる経験を日常的に提供することで、彼らの市氏I~t形成の基礎を築くことがで

きる。 だが現実には、こうした学校ほど、生徒に無力J惑を植え付ける日常的経験を増幅させる隠

れたカリキュラムを形成しやすい(古田 2015c)。それはなぜか。ここでは、テストスコアに基づ

く改革と学校規律政策の影響に注目し、考察したい。

①テストスコアに基づく改革と学校規律改革の「結合j

前節で見たように、テストスコアに基づく改革は、低学力校を中心lこ、学校さらには生徒への

管理統制を強め、生徒に服従の論理や自己責任論を内面化させるよう機能していた。 Furumoto

(2005) は、 NCLB法下に基づく改革が、低学力校を中心lこ「世界とそのl宇での自身の役割に対す

る子どもの思考を枠づける、学校で、の知識・価値・観念、の創造と統制J(p.200)を通じて、生徒の

真正な民主的参加、すなわち「世界を「読みときJ、自身のコミュニティや世界への社会的公正の

関心に取り組む積極的参加者になるための能力J(p.201) の形成を阻害することを懸念する O す

なわち当該改革は、社会を批判的に捉え、その変革に取り組む市民ではなく、現状の社会を受容

する市民へと、子どもの市民像を楼小化し回定化するi揺れたカリキュラムを形作ることで、市民

性形成を阻害する作用を持つといえる。

他方で学校規律の改革も、広範に展開されながらも、規律の運用や各種施策の導入などにおい

て、実質的には貧困地域の学校に重点化されていた。こうした学校では、軽微な反抗的行為も訓

戒の対象とされることが日常化し、強固な「管理の文化jが形成される (Nolan2011)。これもま

た、生徒の異議申し立てを封じ込め、彼らに社会制度や支配的{ilG値を受容する「市民」像を内面

化するとともに、彼らに社会への不信感や無力J惑を与えるよう機能する(古田 2015a，2015c)。

これら 2つの改革は、それぞれ独立した展開を見せるだけでなく、政策的意図と学校現場での

実態の両面で、連動性が見られる。前者については、例えば中留 (1999) は、 r2000年のiヨ標ー

アメリカ教育法 (Goals2000: Educate伽 ericaAct) J (1994年制定)において、麻薬・暴力・

アノレコールの排除が、学力向上を支える環境提供として位置づいている関係性を指捕する。また

後者についても、例えば Nolan (2011) は、ハイ・ステイクスなテストに基づく改革が、都市部

の'学校において、疎外された子どもの再包摂に必要なイノベーションや教室の改革を妨げ、彼ら

を教室から廊下へ押し出すことで、子どもは平に負えず警察の関与が必要という見方が作り出さ

れると分析する。つまりテストスコアに基づく改革と学校規律改革という 2つの政策の影響が密

接に絡み合う仁ドで、市民性形成をi祖害するi語、れたカリキュラムが、貧国地域の学校に集中的に形

成されたと考えられるのである。

②学校の自律的な風土形成の阻害

貧国地域の学校で、市氏!生形成を陪害する強固な隠れたカリキュラムが形成されてきた一方で、

市民性教育政策は、学校風土が市民性形成に与える影響の重要性を認識しつつも (Carnegie

η
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Corporation of New York & CIRCLE 2003)、その改善に直接的に取り組む動きは見られなかった。

そもそも政策を通じて、ポジテイブゃな風土の形成を組害することはできても、直接的・意図的に

風土を形成することは容易ではない。なぜならそれは多分に、学校の当事者による自律的な経営

を通じて作り出されるものだからである。

こうした点に鑑みたときに、もう一点重要な問題は、テストスコアに基づく改革と、学校規律

改革が、その集権化と管理の力学を通じて、 27ヰ交自体を外部の統制下に置くことで、貧国地域の

子どものみならず、当該地域の学校および地域の主体性を弱め、教員や地域に無力感を与える点

にある (Lipman2011， No1an 2011)。こうした学校では、学校風土の改善に向けた自律的な改革

の基盤が損なわれてしまう。

6. 市民性形成の絡差解消に向けて:r視点Jとしての市民性形成ヘ

本稿では、現代アメリカにおいて市畏|全形成の格差が形成されてきた政策的背景を構造的に整

理してきた。では、いかにしてそうした「格差Jの解消を導くことができるのか。以下、試論と

して一つの可能性を考察したい。

1990年代以降のアメリカの市民性教育政策は、仁|コ核的な科目や効果的な方法に焦点をあて、そ

の広範な普及を推進してきた点に特徴がある。しかしそれは、「市氏性教育が、社会科の授業のみ

で扱う、隔離された単元のように見なされるJ(Noguera & Cohen 2007， p.33) というt旨摘からも

示唆されるように、市民性形成(ないし市氏性教育)を、特定の科目や実践に依存する閉鎖的な

志向性を生んで、きたともいえる。だが、これまでの考察から示唆されるように、貧菌地域のL判交

では、こうした閉鎖的なアプローチを通じて市氏性を育むだけでは限界がある。なぜなら、第一

に、テストスコアに基づく改革が強し¥影響力を有する中では、当該地域の学校において特:定の科

I~I や実践に十分なn寺 i習を確保することは容易ではないためである。また第二に、隠れたカリキュ

ラムの与える影響の前では、一実践の効果は限定的となりやすく、むしろ無力J惑を植えつけ

校での日常的経験におtl;¥流されかねないためで、ある。

これらを踏まえると、特に貧困地域の学ヰ交においては、市民性形成を特定の科目や実践といっ

た f領j或」に閉ざすのではなく、様々なカリキュラム、さらには学校で、の生徒の学習経験の総体

を、市畏性形成の「視点Jから編み[宣していくことが重要ではなしゅJヘすなわち、 It1心的な科

目や実践だけでなく他の実践、さらには学校風土/穏れたカリキュラムまで射干主に含め、一体的

に再構成するということである。これは「ホール・スクール・アプローチ (who1e-schoo1

aplコroach)Jとも呼ばれる。イギリスの市民性教育政策で、は、こうしたアプローチの有効性が認識

されており、実際の学校現場でも実践例が数多く報告されている(今谷 2004，Auds1ey et a1 

2013)。アメリカでは研究は少ないが、例えば Gordon(2011) は ホーノレ・スクール・アプロー

チに基づく市民性形成の改革は、学校の①ミッション、②ガバナンス(具j本的には「学校のガパ

ナンスや意思決定への生徒の関与J(p. 15) )、①文化・風土、④教育実践の4領域で展開される
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と分析する。彼も、貧臨地域の学校におけるホーノレ・スクーノレ・アプローチの可能性に期待する。

こうしたアプローチを可能にするには、まず学校の自律的な改革の基盤の回復が不可欠である。

伺時に、都市部の貧困地域の学校には、自力で、持続可能な改善を行う力を持てていない学校も多

いため (Schutz2006， Bryk et a 1. 2010)、学校の自助努力のみでは限界がある。 したがって、

より広域的で構造的な変革には、地方教育学区などによる支援も重要である。

従来、アメリカ都市部の学校改善論は、その則禁を学業成績の向上に焦点化するものが主流で

あった。 しかし本稿の考察からは、市民性形成の視点から新たな学校改善論を構築する必要'1'~ti.J~

示唆される。その具体的方法の検討や、可能性・課題についての分析、また地方教育学区に求め

られる支援内容の考察などについては、今後の課題とし、稿を改めて論じたい。

j主

l ただし市氏性教育が、社会権(社会的シティズンシップ)の代替として行われることで、本来

普遍的に保障されるべき社会保障の必要性から呂を逸らさせるとしづ批判もある(仁平 2009)0

2 木積において子どもとは、初等中等教育段階 (K-12)の対象となる児童生徒を指す。

当一方で、問者が棺反するメッセージを伝達することで、市民性形成が阻害される場合もある。

例えば古田 (2015c)を参照。

'1 現在は、タフツ大学 (TuftsUn i versi ty)に拠点を移している0

;:; Carnegie Corporation of New York & CIRCLE (2003) 

6 Carnegie Corporation of New York & CIRCLE (2003) p. 6， 22-29. 

7 Carnegie Corporation of New York & CIRCLE (2003) p. 21. 

8 こうした傾向は、その後の政策文書にも見られる (U.S. Delコartmentof Educat ion 2012ほか)0

9 i公民科 (civics)Jと似た内容の科自として、しばしばfアメリカ政府 (Americangovernmen1し)J 

が見られるが、本稿では以後便宜的に、こうした科目も含めて「公民科Jと称する。

1 0 2012年の什|数は、 “civics" “American government円 “genera1 socia1 studies刊のいずれ

かを含む。

1 1 27州。 (T0101999， p. 26) 

1 ')ただし多くの場合、こうした州スタンダードの内容は知識に関するものが中心であり、技能

や資質を含むスタンダードを有する州は少数である(奥村 2009)。

13 12 HI。内訳は、 7什|が罰則、 7'HIが賞与。 2.J十|が両方に活用。 (To101999， p. 31) 

1 4 Godsa y et a1. (2012) によれば、 2012年度H主点で州テストを実施する州のうち、印刷i多項

回選択方式のみのテストで、あった。

げなお SLに期待される効果は市民性形成のみにとどまらず、社会貢献活動と教科学習の統合に

より、学習意欲を喚起し、学業成績の向上にも寄与する可能性を持つ (8i 11 ig 2000)。

1 h 比較対象とされている 1999年時点の数値は、教育省、の教育統計局による調査 (Skinner & 
Chapman 1999)からの引用。

1 7 例えば正課内でのサービス・ラーニングでは、高校 44出 (1999年 46粉、仁十l学校 31弘 (1999

38弘)、小学校 22弘(1999年:25弘)となっている。

1 8 またカリフオノレニア州では、複数の研:究者による詳細な実態調査が、 1990年代後半と、 2000
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年代中頃に実施されていた点も、同州を事例として取り上げた理由である。

19 Chi et a1. (2002)第 1章 p.3. (通し番号が付されていないため、以下このように表記)

20 Chi et a1. (2002)第 1章 p.3 

2 1 多くの「パートナーシップ」は学区単位で、の導入で、あったが、一部は複数の学区にまたがる

ノミートナーシップもあった (Chiet 81. 2002，第 2章p.5)。

22 SLの活動J目標についての教師の回答における上位 10項目は、回答数が多いJI頃に「学問的内容

の知識の適用j、「社会/地域の課題に対する意識j、「ボランティ アサービスの提供」、「学問

的知識の習得j、「社会/よ也j或のニーズへの取り組み」、「ライテイングスキノレJ、「対人コミ ュ

ニケーションの技能J、「対人的技能J、f分析/問題解決の技能j、f技術的/実践的技能Jと

なっている。

23 こうした背景には、後述する NCLB法下での教育改革の影響のほか、資金面の課題もあると推

察される。 Ca1Serveの補助金は、主に来/i'規実践の導入または既存実践の拡大・展開への支援

を意図した、単年度単位のものであり、中長期的には自己財源での継続が期待されていた

(Chi et 81. 2002第 7章 p.3)。調査対象のパートナーシップの多くは、補助金の少な くと

も一部を、 SLのコーディネーターの人何二費に充てていた。このため補助金終了後にコーディ

ネーターを自己財源で継続採用できるかどうかが、 SLの継続的実施の鍵となっていた (Chi

et a1. 2002第 7章 pp.7-8)。すなわち、中長期的には学区の財源が SLの科搬を左右するこ

とになり、ここに学区間格差の可能性が潜在しているのである。

2 -1 Chi et 81. (2002)第 2章 p.7より(一部筆者修正)。

2;) McMurrer (2007) 

26 同様の指摘は、 vonZastrow (2004)，演元 (2005)，Jennings & Rentner (2006) なども参照0

2 7 この点については、 Schutz (2006)， Bryk et 81. (2010) を参照。

28 McMurrer (2007) p. 7 Table 4. (ただし表の形態は修正を加えている。)

29 NCLB f:去に基づき、要改善と半IJ断された (identified for improvement) 学校、是正措置

(corrective action)の対象校、もしくは学校再編 (restructuring)の対象校。

30 McMurrer (2007) p. 7 Table 4. (ただし表の形態は修正を加えている。)

;3 1ゼロ・トレランスの考え方に基づく政策は、連邦ガン・フリー法制定以前の 1990年代前後か

ら、い くつかの州で、導入されている。ただ し、多くの学区ではゼ 口・トレラ ンスが成文化さ

れず、処分内容の不明確さ・ 適用の一貫性の欠如など、徹底されていない事例も多かった(舟

木 2003)。

:32舟木 (2003) はこれを 「過剰集中Jと呼ぶ。なおこうした傾向は、ゼロ・トレランス導入以

前からも指摘されてきた (Noguera1995，片山 2004)。

3;3 K a u f rna n e t a 1. ( 1 9 9 8) p. 1 2 3. 

34 具体的には、校舎 ・校庭へのアクセスの制限、制Ji良の着用義務、厳格な服装規定、バッジも

しくは生徒誌の持参義務、生徒に対する金属探知機による抜き打ち調査、 生徒が金属探知機

を通る義務、警察犬での抜き打ち捜査、薬物や凶器等の保安捜査の実施、 学校への監視カメ

ラの設置、警備員/警官の日常的な配置などが、指標化されている。

;3 5 l¥aufman et 81. (1998) pp. 125-126， Dinkes et 81. (2007) pp. 113-114， Robers et 81. (2013) 

pp. 169-171をもとに筆者作成。

31.)降旗ほか (2011) は、学校で、の市民性教育の導入アフ。ローチを、特定の科目等を設置する 「領

j或・特設型Jと、市氏性教育の視点から教育活動を再編する「視点 ・総合Jに大月IJしている。
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